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◆
お
問
い
合
わ
せ
は
、
ク
リ
ー
ン
推
進
課
（
４
８
３
）１
１
５
１
ま
た
は

清
掃
セ
ン
タ
ー
（
４
８
３
）４
５
２
１
へ

■
子
ど
も
・
子
育
て
会
議　
幼
児
期
の
学
校
教
育
や
保
育
、
地
域
の
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、
新
た
に
設
置
さ
れ
る
「
子
ど
も
・

子
育
て
会
議
」
の
市
民
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

　
▼
応
募
資
格　
市
内
在
住
の
成
人
で
小
学
生
以
下
の
子
ど
も
の
保
護
者
ま
た

は
子
ど
も
・
子
育
て
や
子
育
て
支
援
に
関
心
が
あ
る
人
。
年
数
回
程
度
の
平
日

昼
間
の
会
議
に
出
席
で
き
る
人
。
本
市
の
審
議
会
な
ど
の
委
員
を
５
つ
以
上
兼

ね
て
い
な
い
人　
▼
募
集
人
数　
５
人　
▼
任
期　
25
年
11
月（
予
定
）〜
27
年

３
月　
▼
報
酬　
７
０
０
０
円
／
回　
▼
応
募
方
法　
任
意
の
Ａ
４
用
紙
に
住

所
・
氏
名（
ふ
り
が
な
）・
性
別
・
生
年
月
日
・
電
話
番
号
・
主
な
職
歴
・
子
ど

も
に
関
す
る
支
援
活
動
の
経
歴
、
応
募
の
理
由
を
記
入
（
保
護
者
の
場
合
は
、

お
子
さ
ん
の
氏
名
・
生
年
月
日
も
記
入
）
し
、「
子
ど
も
や
子
育
て
支
援
に
関

す
る
考
え
や
意
見
に
つ
い
て
」
と
題
し
た
８
０
０
字
程
度
の
作
文
を
添
付
。
郵

送
、
持
参
ま
た
は
電
子
メ
ー
ル
で
〒
２
７
６

－

８
５
０
１
大
和
田
新
田
３
１
２

－５
八
千
代
市
役
所
元
気
子
ど
も
課genki1@

city.yachiyo.chiba.jp

へ
。

10
月
31
日
㈭
必
着
。
※
書
類
選
考
。
応
募
書
類
は
非
公
開
、
返
却
し
ま
せ
ん　

（
元
気
子
ど
も
課
）

■
水
道
事
業
運
営
審
議
会
と
下
水
道
運
営
審
議
会　
水
道
事
業
及
び
下
水
道
事

業
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
、
①
水
道
事
業
運
営
審
議
会
と
②
下
水
道
運
営

審
議
会
の
市
民
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

　
▼
応
募
資
格　
市
内
在
住
の
成
人
で
水
道
・
下
水
道
を
使
用
し
、
水
道
事
業

ま
た
は
下
水
道
事
業
に
関
心
が
あ
り
、
年
２
回
程
度
の
平
日
昼
間
の
会
議
に
出

席
で
き
る
人
。
本
市
の
審
議
会
な
ど
の
委
員
を
５
つ
以
上
兼
ね
て
い
な
い
人　

▼
募
集
人
数　
①
３
人
、
②
６
人　
▼
任
期　
い
ず
れ
も
25
年
12
月
９
日
か
ら

２
年
間　
▼
報
酬　
①
②
と
も
に
７
０
０
０
円
／
回　
▼
応
募
方
法　
い
ず
れ

も
任
意
の
Ａ
４
用
紙
に
住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・
年
齢
・
性
別
・
電
話
番

号
・
主
な
職
歴
を
明
記
し
、
①
「
水
道
事
業
に
つ
い
て
」、
②
「
下
水
道
事
業

に
つ
い
て
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
８
０
０
字
程
度
の
作
文
を
添
付
。
郵
送
、
持
参

ま
た
は
電
子
メ
ー
ル
で
〒
２
７
６

－

０
０
４
４
萱
田
町
５
９
６

－

５
上
下
水
道

局
経
営
企
画
課keiei1@

city.yachiyo.chiba.jp

へ
。
10
月
31
日
㈭
必
着

※
書
類
選
考
。
応
募
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん　
　
　
　
　
　
　
（
経
営
企
画
課
）

募
集

会
議
・
審
議
会
の
市
民
委
員

　
▼
テ
ー
マ　
①Food,G

lorious Food!

・Sports and Society　
②
ネ

ッ
ト
社
会
の
危
険
性
と
防
御
法　
③
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
８
と
賢
い
パ
ソ
コ
ン
の
買

い
替
え
方　
①
は
英
語
講
座
、
②
③
は
Ｉ
Ｔ
講
座　
▼
日
程　
①
11
月
９
日
㈯

午
後
１
時
〜
２
時
30
分　
②
11
月
10
日
㈰
午
前
10
時
30
分
〜
正
午　
③
11
月
10

日
㈰
午
後
１
時
〜
２
時
30
分　
▼
定
員　
①
②
と
も
に
30
人　
③
40
人　
▼
場

所　
秀
明
大
学　
▼
申
し
込
み　
同
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
、
月
曜
〜
金
曜
日

の
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
に
電
話
で
同
大
学
Ｉ
Ｔ
教
育
セ
ン
タ
ー
（
４
８
８
）

２
１
１
６
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
生
涯
学
習
振
興
課
）

募
集

秀
明
大
学
飛
翔
祭「
無
料
公
開
講
座
」の
参
加
者

25年度（対24年度実績）の行政評価に
おける事務事業評価結果の概要を公表

24年度決算に基づく
健全化判断比率などを公表

事務事業評価結果の概要
●事務事業評価結果の活用
　25年度の事務事業評価は、前年度を振り返り、
その事業の目的妥当性、有効性、効率性を評価
し、次の２点を活用方針としています。
　１点目は“改革・改善型の取り組み”です。
限られた財源をより効率的に活用するため、職
員が成果志向やコスト意識を高め、不断に業務
やサービスを見直し、改革・改善を行うととも
に、更なる事務事業の効率化と有効性が図れる
よう取り組みます。
　２点目は“予算編成への活用”です。事務事
業の個別評価結果を踏まえ、予算編成への着実
な活用を図るため、予算編成等の資料として積
極的に活用します。
●事務事業の分類
　前年度に実施した437事務事業を、その性質
に応じて分類しました（自治事務：291件、法
定受託事務：46件、その他事務：100件）。こ
のうち「その他事務」を除いた337事務事業に
ついて分析・検討を行いました。
●評価の体制
　行政評価を効果的かつ円滑に実施し、全庁的
・政策的な視点に立った検討を行うため、「八
千代市行政評価調整委員会」を設置し、行政評
価の着実な活用を進めています。
●分析・検討の視点
　事務事業評価では、目的妥当性の４視点、有
効性・効率性について手段別の６視点に着目し、
分析・検討を行いました（表１）。

●事務事業の今後の方向性
　八千代市行政評価調整委員会では、担当課に
よる評価結果を受け、全庁的な視点から今後の
方向性について、判断しました（表２）。

■事務事業の今後の方向性（表２）

■分析・検討の視点（表１）

■健全化判断比率

■資金不足比率

区分 24年度
（23年度）

早期健全化
基準

財政再生
基準

実質赤字比率 －（－） 11.75％ 20.00％

連結実質赤字比率 －（－） 16.75％ 30.00％

実質公債費比率 11.2％
（11.1％） 25.0％ 35.0％

将来負担比率 76.6％
（81.1％） 350.0％

※実質赤字額及び連結実質赤字額がない場合は
「－」で表示

特別会計の名称 24年度（23年度） 経営健全化基準
水道事業 －（－） 20.0％
公共下水道事業 －（－） 20.0％

※資金不足額がない場合は「－」で表示

分析・検討の視点 自治
事務

法定受
託事務 合計

目
的
妥
当
性

上位の施策に結びつきが弱
いなど見直しの余地がある 2 2

所期目的を達成している 11 11

民営化で目的を達成できる - -

「対象」・「意図」の設定に見直
しが必要 1 1

有
効
性
・
効
率
性

有効性や効率性の向上の可
能性がある 121 8 129

有
効
性
・
効
率
性
の
向
上
手
段

①民間委託等 14 - 14

②再任用職員及び臨時的
任用職員等の活用 7 - 7

③ＩＴ化等業務プロセス
の見直し 52 4 56

④受益者負担の見直し 2 - 2

⑤類似事務事業の統合・
役割見直し 3 - 3

⑥その他の手法（①～⑤以
外の手段または複数の手段) 43 4 47

方向性区分 自治
事務

法定受
託事務 合計

改革・改善して継続 108 7 115

改
革
・
改
善
の
区
分

手法プロセス 67 4 71

事業規模の拡大・縮小 8 - 8

統合・役割見直し 2 - 2

その他 31 3 34

廃止・休止 10 - 10

事業完了 11 - 11

現状のまま継続 162 39 201

合計 291 46 337

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律に
基づき、健全化判断比率及び資金不足比率を公
表します。
　健全化判断比率は、①実質赤字比率（財政規
模に対する割合で表した、一般会計等の赤字の
大きさ）　②連結実質赤字比率（財政規模に対
する割合で表した、全会計の赤字の大きさ）
③実質公債費比率（財政規模に対する割合で表
した、借入金の返済額の大きさ）　④将来負担
比率（財政規模に対する割合で表した、借入金
など現在抱えている負債の大きさ）の４つの指
標で、資金不足比率は、事業規模に対する割合
で表した、公営企業の資金不足の大きさです。
地方公共団体の財政状況は健全化判断比率によ
り「健全」「早期健全化」「財政再生」の３段階に、
公営企業の経営状況は資金不足比率により「健
全」「経営健全化」の２段階に区分されます。
　24年度決算における本市の財政状況及び二つ
の公営企業の経営状況は、すべて健全段階とな
りました。

　行政評価とは、市が行っているさまざまな仕
事について「どんな目標で」「どれだけのコス
トで」「どのような成果を出しているのか」を
数値など客観的な指標を使って評価し、その評
価結果をＰＬＡＮ［計画］⇒ＤＯ［実施］⇒ＳＥＥ
（Check・Act）［評価・改善］のマネジメント
サイクルにより行政運営に反映することです。
　ここでは、今年度の事務事業評価結果の概要
を公表します。

　評価結果の詳細と全事務事業評価表は、市役所
１階情報公開室、図書館、市ホームページで見ら
れます。行政評価全般に関するご意見・お問い合わ
せは、総合企画課 483-1151（代表）またはメー
ルseisaku1@city.yachiyo.chiba.jpへ

●健全化判断比率に関すること
　　財政課 483-1151（代表）
●資金不足比率に関すること
　　上下水道局経営企画課 483-6572
※詳細は市のホームページでも見られます

お問い合わせ


